
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した
世帯の国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の減免
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�新型コロナウイルス感染症の影響により、被保険者の属する世帯の世帯主（主たる生計維持者）が次の①②に
エ ク モ

該当する世帯①新型コロナウイルス感染症により死亡、または重篤な傷病（ICUに入院した、またはECMO・
人工呼吸器を使用した）を負った②新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減少が見込まれる、次の⑴
～⑶の全てに該当する⑴事業・不動産・山林・給与収入のうち、いずれかの収入額が、前年（令和2年）に比べ
て10分の3以上減少する見込み⑵前年の所得の合計額が1，000万円以下⑶収入減少が見込まれる種類の所得以外
の前年の所得の合計額が400万円以下 ※解雇や雇い止めなどにより、非自発的失業者に係る軽減制度の対象
となる場合には、今回の減免と併用して適用できない場合があります。
【減免対象】令和3年度分で、納期限が4月1日～令和4年3月31日に設定されている（年金天引きの場合には年金の
支払日）保険税・料 ※②に該当する場合の減免額は、減免対象保険税・料額（A×B÷C）に減免割合をかけた
金額です（下図参照）。【減免割合】下表のとおり

※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合の減免割合は、前年の合計所得金額に関わらず、減免対象保
険税・料額の全部となります。
【添付書類】①医師による死亡診断書、または診断書等の写し②収入減少の根拠になる収入の分かる物（給与明
細書、預金通帳、帳簿など）の写し、廃業等届出書や離職証明書など（新型コロナウイルス感染症の影響で事業
の廃業や失業をした場合）、確定申告書類の控えの写し �減免申請書、減免に係る申告書（国保だけ）、収入
状況報告書（後期だけ）に必要事項を記入し、添付書類を用意して郵送で保険年金課（〒362―8501本町3―1―1）
へ ※減免の対象となる世帯は、7月中旬に郵送する国民健康保険税納税通知書・後期高齢者医療保険料額納
入通知書が届いてから、保険年金課に減免申請に係る書類を請求してください（市ホームページからダウンロー
ドも可）。 ※申請は、令和2年分の確定申告が済んでいる必要があるため、申告を行ってください。 ※不明な
場合は保険年金課に相談し、納期限までに申請してください。

Ａ：世帯の被保険者全員について算定し
た保険税・料額

Ｂ：世帯の主たる生計維持者の減少が見
込まれる収入に係る前年の所得額

Ｃ：主たる生計維持者及び世帯の被保険
者全員の前年の合計所得金額

減免割合
10分の10
10分の8
10分の6
10分の4
10分の2

主たる生計維持者の前年合計所得金額
300万円以下
400万円以下
550万円以下
750万円以下
1000万円以下

保険年金課（国保資格・課税） �782―6471・�775―9827
（後期高齢者医療） �775―5125・�775―9827

※主たる生計維持者の前年合計所得金額に応じて決まります。

【表】【図】

低所得の子育て世帯に対する子育て
世帯生活支援特別給付金
(ひとり親世帯以外分)
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(ひとり親世帯以外分)

一部支給

43，150～10，180円

10，180～5，100円
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期
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）

の
加
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、
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支
払
い
を
受
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て

低所得の子育て世帯を支援するため、給付金を支給します。出生などを除き、す
でにひとり親世帯分の給付金を受け取っている人は受け取ることはできません。
※税が未申告の場合は、支給対象にならない可能性があります。申告が済んでいな
い人は申告してください。 �令和3年度分の住民税均等割が非課税で、次の①～⑤
のいずれかに該当する人①令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当受給者
②令和3年4月1日～令和4年2月28日に出生、または新たに児童を養育して児童手当
の認定を受けた（国内転入などを除く）③令和3年5月～令和4年3月分の特別児童扶養
手当の認定を受けた④令和3年3月末時点で平成15年4月2日～平成18年4月1日生まれ
の児童だけを養育しているまたは令和3年4月1日以降に新たに当該児童を養育した
⑤公務員で令和3年4月分の児童手当受給者 ※ＤＶ被害で避難している人は子ども
支援課に相談してください。【支給額】対象児童1人につき5万円 【支給日】審査終
了後、随時 �①～③／申請不要 ④⑤／申請書（子ども支援課にある。市ホーム
ページからダウンロード可）に記入し必要書類を添付して、直接または郵送で子ど
も支援課（〒362―8501本町3―1―1）へ ※①～⑤のいずれかに該当する新型コロナウ
イルス感染症の影響で令和3年1月以降に家計が急変し、令和3年度の住民税均等割
が非課税相当と認められる人も対象となります。 ※詳しくは、市ホームページを
ご覧ください。

【おわびと訂正】『広報あげお』6月号12ページ「財政事情を公表」の記事中、市有財産の状況で建物の数値に誤りがあり
ました。おわびして訂正します。【誤】376，589→【正】376，721【誤】382，860→【正】382，992

市ホームページ

子ども支援課 �775―5120・�774―5342
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ドも可）。 ※申請は、令和2年分の確定申告が済んでいる必要があるため、申告を行ってください。 ※不明な
場合は保険年金課に相談し、納期限までに申請してください。

Ａ：世帯の被保険者全員について算定し
た保険税・料額

Ｂ：世帯の主たる生計維持者の減少が見
込まれる収入に係る前年の所得額

Ｃ：主たる生計維持者及び世帯の被保険
者全員の前年の合計所得金額

減免割合
10分の10
10分の8
10分の6
10分の4
10分の2

主たる生計維持者の前年合計所得金額
300万円以下
400万円以下
550万円以下
750万円以下
1000万円以下

保険年金課（国保資格・課税） �782―6471・�775―9827
（後期高齢者医療） �775―5125・�775―9827

※主たる生計維持者の前年合計所得金額に応じて決まります。

【表】【図】

低所得の子育て世帯に対する子育て
世帯生活支援特別給付金
(ひとり親世帯以外分)

低所得の子育て世帯に対する子育て
世帯生活支援特別給付金
(ひとり親世帯以外分)

一部支給

43，150～10，180円

10，180～5，100円

6，100～3，060円

全部支給

43，160円

10，190円

6，110円

対象児童

1人目

2人目

3人目
以降

【支給額（月額）】

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
申
請

障
害
福
祉
課

�
7
7
5
―

5
1
2
3

�
7
7
6
―

8
8
7
2

一
定
の
障
害
の
あ
る
子
ど
も
を
育
て
て

い
る
人
に
支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。
�

お
お
む
ね
次
の
①
〜
③
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
20
歳
未
満
の
子
ど
も（
施
設
入
所

者
・
公
的
年
金
受
給
者
を
除
く
）を
監
護

し
て
い
る
父
母
ま
た
は
養
育
者（
所
得
制

限
あ
り
）①
身
体
障
害
者
手
帳
1
〜
3

級
・
4
級
の
一
部
の
障
害
、
ま
た
は
重
度

の
内
科
的
疾
患
が
あ
る
②
療
育
手
帳
の
判

定
が
Ⓐ
・
Ａ
・
Ｂ
で
あ
る
③
精
神
障
害
な

ど
で
①
②
と
同
程
度
で
あ
る
【
支
給
月

額
】重
度
／
5
万
2
、5
0
0
円
、
中
度
／

3
万
4
、9
7
0
円

※
申
請
は
平
日
だ

け
で
す
。
詳
し
く
は
、
障
害
福
祉
課
へ
問

い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

児
童
扶
養
手
当
の
申
請
・

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
の
助
成

子
ど
も
支
援
課

�
7
7
5
―

6
8
1
9

�
7
7
4
―

5
3
4
2

■
児
童
扶
養
手
当

父
ま
た
は
母
と
生
計
を
別
に
し
て
い
る

児
童
を
育
成
し
て
い
る
家
庭
の
生
活
の
安

定
と
自
立
を
助
け
、
児
童
の
福
祉
の
増
進

を
図
る
た
め
の
制
度
で
す
。
�
お
お
む

ね
次
の
①
〜
⑦
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、

18
歳
の
誕
生
日
の
属
す
る
年
度
末
ま
で
の

児
童（
一
定
の
障
害
が
あ
る
児
童
の
場
合

は
20
歳
未
満
ま
で
）を
監
督
・
保
護
・
養

育
し
て
い
る
父
ま
た
は
母
も
し
く
は
養
育

者（
所
得
制
限
な
ど
一
定
の
要
件
あ
り
）①

父
母
が
離
婚
し
た
②
父
ま
た
は
母
が
死
亡

し
た
③
父
ま
た
は
母
が
重
度
の
障
害
の
状

態
に
あ
る
④
父
ま
た
は
母
に
1
年
以
上
遺

棄
さ
れ
て
い
る
⑤
父
ま
た
は
母
が
裁
判
所

か
ら
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
バ
イ
オ
レ
ン
ス

（
Ｄ
Ｖ
）保
護
命
令
を
受
け
た
⑥
父
ま
た
は

母
が
法
令
に
よ
り
1
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て

い
る
⑦
母
が
婚
姻
に
よ
ら
ず
出
産
し
た

【
支
給
額
】左
表
の
と
お
り

■
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費

医
療
費
の
一
部
を
支
給
す
る
こ
と
で
、

ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
の
生
活
の
安
定
と
自

立
を
支
援
し
、
そ
の
福
祉
の
増
進
を
図
る

た
め
の
制
度
で
す
。
�
次
の
⑴
⑵
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
人（
所
得
制
限
や
年

齢
要
件
な
ど
あ
り
）⑴
児
童
扶
養
手
当
受

給
資
格
者（
前
記
①
〜
⑦
に
該
当
す
る
人
）

⑵
⑴
以
外
の
ひ
と
り
親
家
庭
の
父
ま
た
は

母
も
し
く
は
養
育
者
と
児
童
【
助
成
額
】

入
院
・
外
来
な
ど
の
各
医
療
保
険
制
度
の

自
己
負
担
額
と
入
院
時
食
事
療
養
標
準
負

担
額
の
2
分
の
1

※
児
童
扶
養
手
当
と

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
の
申
請
に

必
要
な
書
類
は
、
申
請
者
の
状
況
に
よ
っ

て
異
な
り
ま
す
。
事
前
に
子
ど
も
支
援
課

に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

国
保
・
後
期
高
齢
者
医
療

傷
病
手
当
金
の
期
間
延
長

保
険
年
金
課（
国
保
給
付
担
当
）�
7
8
2
―

6
4
8
1

（
高
齢
者
医
療
担
当
）�
7
7
5
―

5
1
2
5

�
7
7
5
―

9
8
2
7

市
国
民
健
康
保
険（
国
保
）ま
た
は
県
後

期
高
齢
者
医
療
制
度（
後
期
高
齢
者
医
療
）

の
加
入
者
で
、
給
与
の
支
払
い
を
受
け
て

低所得の子育て世帯を支援するため、給付金を支給します。出生などを除き、す
でにひとり親世帯分の給付金を受け取っている人は受け取ることはできません。
※税が未申告の場合は、支給対象にならない可能性があります。申告が済んでいな
い人は申告してください。 �令和3年度分の住民税均等割が非課税で、次の①～⑤
のいずれかに該当する人①令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当受給者
②令和3年4月1日～令和4年2月28日に出生、または新たに児童を養育して児童手当
の認定を受けた（国内転入などを除く）③令和3年5月～令和4年3月分の特別児童扶養
手当の認定を受けた④令和3年3月末時点で平成15年4月2日～平成18年4月1日生まれ
の児童だけを養育しているまたは令和3年4月1日以降に新たに当該児童を養育した
⑤公務員で令和3年4月分の児童手当受給者 ※ＤＶ被害で避難している人は子ども
支援課に相談してください。【支給額】対象児童1人につき5万円 【支給日】審査終
了後、随時 �①～③／申請不要 ④⑤／申請書（子ども支援課にある。市ホーム
ページからダウンロード可）に記入し必要書類を添付して、直接または郵送で子ど
も支援課（〒362―8501本町3―1―1）へ ※①～⑤のいずれかに該当する新型コロナウ
イルス感染症の影響で令和3年1月以降に家計が急変し、令和3年度の住民税均等割
が非課税相当と認められる人も対象となります。 ※詳しくは、市ホームページを
ご覧ください。

【おわびと訂正】『広報あげお』6月号12ページ「財政事情を公表」の記事中、市有財産の状況で建物の数値に誤りがあり
ました。おわびして訂正します。【誤】376，589→【正】376，721【誤】382，860→【正】382，992

市ホームページ

子ども支援課 �775―5120・�774―5342
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自己負担の割合

1割

3割
（現役並み所得者）

令和3年度住民税課税所得

同じ世帯の被保険者全員が
145万円未満

同じ世帯の被保険者のいずれ
かが145万円以上

自己負担
の割合

1割

収入額
（必要経費などを差し
引く前の収入額の合計）

被保険者の収入額合計が
520万円未満

383万円未満

他の世帯員
（70~74歳の人）を含めた
収入が520万円未満

世帯の状況

被保険者が2人以上

被保険者が1人

被保険者が1人
（同一世帯内に70~
74歳の人がいる）

【表1】自己負担の割合を判定する住民税課税所得の基準

※負担割合は、同一世帯に属する被保険者だけの所得で判
定します。

【表2】後期高齢者医療制度・自己負担の割合の再判定基準

あ
げ
お
く
ら
し
の
ガ
イ
ド
の
誤
植

広
報
広
聴
課

�
7
7
5
―

4
9
1
8

�
7
7
6
―

8
8
7
3

5
月
中
に
配
布
し
た『
あ
げ
お
く
ら
し

の
ガ
イ
ド
2
0
2
1
・
2
2
』に
誤
植
が

あ
り
ま
し
た
。お
わ
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。

●
88
ペ
ー
ジ

平
方
幼
稚
園
の
注
記
に

｢※
令
和
4
年
3
月
末
に
閉
園
し
ま
す
。｣

と
令
和
3
年
4
月
発
行
日
時
点
で
議
会
で

継
続
審
査
中
の
内
容
を
誤
記
載

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

新
保
険
証
を
7
月
下
旬
に
郵
送

保
険
年
金
課

�
7
7
5
―

5
1
2
5

（
高
齢
者
医
療
担
当
）
�
7
7
5
―

9
8
2
7

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証（
保
険

証
）は
8
月
1
日
㈰
に
更
新
の
た
め
、
新

し
い
保
険
証
を
7
月
下
旬
ま
で
に
、
簡
易

書
留
で
郵
送
し
ま
す
。
有
効
期
限
が
過
ぎ

た
保
険
証
は
、
保
険
年
金
課
ま
た
は
各
支

所
・
出
張
所
へ
返
却
す
る
か
、
は
さ
み
な

ど
で
切
っ
て
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

■
負
担
割
合

保
険
証
に
は
、
医
療
機
関
な
ど
で
受
診

す
る
際
の
窓
口
負
担
割
合
が
記
載
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
割
合
は
、
8
月
1
日
現
在

の
世
帯
状
況
と
令
和
2
年
中
の
所
得
か
ら

算
出
す
る
令
和
3
年
度
の
市
・
県
民
税
課

税
所
得
額
に
応
じ
て
判
定
し
ま
す（
表
1

参
照
）。
現
役
並
み
所
得
者（
3
割
負
担
）

で
も
、
収
入
を
考
慮
し
た
再
判
定
の
基
準

が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す（
表
2
参
照
）。
具

体
的
な
申
請
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
該
当

者
へ
個
別
に
通
知
し
ま
す
。

健
康
プ
ラ
ザ
わ
く
わ
く
ラ
ン
ド
の

指
定
管
理
者
を
募
集

西
貝
塚
環
境
セ
ン
タ
ー

�
7
8
1
―

9
1
4
1

�
7
8
1
―

9
1
6
6

現
在
の
指
定
管
理
期
間（
5
年
間
）が
、

令
和
4
年
3
月
31
日
㈭
で
終
了
し
ま
す
。

令
和
4
年
4
月
1
日
〜
令
和
9
年
3
月
31

日
の
施
設
の
管
理
運
営
を
行
う
指
定
管
理

者（
法
人
そ
の
他
の
団
体
）を
募
集
し
ま

す
。
�
申
請
書（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）に
必
要
事
項
を
記
入
し

て
、
8
月
23
日
㈪
〜
27
日
㈮
に
直
接
、
西

貝
塚
環
境
セ
ン
タ
ー
へ

※
詳
し
く
は
7

月
8
日
㈭
か
ら
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

す
る
、
募
集
要
項
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

戸
崎
公
園
の
指
定
管
理
者
を
募
集

み
ど
り
公
園
課

�
7
7
5
―

8
1
2
9

�
7
7
5
―

9
9
0
6

戸
崎
公
園
は
、
18
ホ
ー
ル
の
パ
ー
ク
ゴ

ル
フ
施
設
を
メ
イ
ン
と
し
た
都
市
公
園
で

す
。
現
在
の
指
定
管
理
期
間（
2
年
10
カ

月
間
）が
、
令
和
4
年
3
月
31
日
㈭
で
終

了
し
ま
す
。
令
和
4
年
4
月
1
日
〜
令
和

9
年
3
月
31
日
の
施
設
の
管
理
運
営
を
行

う
指
定
管
理
者（
法
人
そ
の
他
の
団
体
）を

募
集
し
ま
す
。
�
申
請
書（
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）に
必
要
事

項
を
記
入
し
て
、
8
月
24
日
㈫
〜
27
日
㈮

に
直
接
、
み
ど
り
公
園
課
へ

※
詳
し
く

は
7
月
1
日
㈭
か
ら
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

掲
載
す
る
、
募
集
要
項
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

5月11日に第一生命保険㈱と包括
連携協定を締結しました。今後、そ
れぞれの資源を有効に活用した協働
による活動を推進していきます。

第一生命保険㈱坂口大宮支社長（左）と畠山市長

第一生命保険㈱と
包括連携協定を締結

行政経営課 �775―3963
�776―8873

昨年10月、西貝塚環境センターの粗大ごみ処理
施設において、不燃ごみと一緒に出された充電式
小型家電の発火が原因と考えられる火災が発生し
ました。私も現地に赴き被害の大きさを目の当た
りにしました。
現在、復旧に向けた改修工事を進めており、よ
うやく7月末には再稼働の見込みとなりました。施
設周辺の方々をはじめ市民の皆様には大変なご心
配とご迷惑をお掛けいたしました。この間、伊奈
町や加須市に不燃ごみの受け入れにご協力をいた
だくとともに、民間事業者も活用することで収集
に影響が出ないよう努めてまいりました。
市では二度とこのような火災を起こさないた
め、高精度の熱源探知機や散水ノズルの設置、燃
えにくいコンベヤベルトに交換するなどの対策を
講じています。
とはいえ、このような技術的な対策だけでは決
して十分ではありません。

これまで充電式小型家電を廃棄する際は、市役
所や支所などの公共施設に設置した「小型家電回
収ボックス」に出していただくようお願いしてき
ました。この回収方法に加え7月からは、市民の
皆様の利便も考慮して、地域の集積所でも月1回
「金属・陶器の日」に回収することといたしまし
た。
しかし、その際は、火災発生のリスクがある充

電式小型家電を他のごみと分別して透明な袋に入
れてお出し頂くようお願いいたします。こうする
ことで、粗大ごみ処理施設にそのまま投入される
ことを未然に防ぐことができます。
日常生活に欠かすことのできない大切な施設を

守り、安全に稼働させ続けるためには皆様の一層
のご協力が欠かせません。
何かとご面倒かとは思

いますが、ご協力を切に
お願いいたします。

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会と聖火リレーの開催に伴い、警察では各会場を中心とする県内全
域で警戒警備を強化します。安心・安全な大会を実現するため、次の点についてご理解とご協力をお願いします。

テロの未然防止に
ご協力を
世界的注目が集まるオリンピック
などは、テロの標的となる可能性が
あります。
警察では日頃から民間事業者・行
政機関などと連携しながらさまざま
なテロ対策を推進していますが、テ
ロを未然に防ぐためには地域住民の
皆さんの協力（監視の目）が欠かせま
せん。｢見慣れない車が長時間駐車
している｣｢電車内に不審な荷物が放
置されている｣など、身近な場所で
不審な物（者）に気付いた時は、迷わ
ず警察または施設管理者などに通報
してください。

ドローンなどの
飛行を禁止
東京2020大会と同聖火リレーの開催に併
せて、競技会場、聖火リレールートなどの
周辺では、東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会特別措置法に基づき、ド
ローンなどの飛行が一時的に禁止されま
す。軽量モデルの｢トイドローン｣も規制対
象になるので、禁止場所で飛ばさないでく
ださい。

交通混雑緩和に
ご協力を
東京2020大会期間中は、
通常時の交通量に選手など
を輸送する大会関係車両が
加わることで、一部の高速
道路や会場周辺を中心に激
しい交通渋滞が予想されま
す。

■ご協力をお願いします
○計画的な休暇の取得
○テレワーク
○時差出勤
○混雑ルートと時間の
回避

上尾警察署 �・�773―0110
東京2020大会の安全・安心な開催に向けて

分別が必要な充電式小型家電の例

NODRONES

埼玉県警察からのお知らせ

県警察
ホームページ

充電式小型家電の分別にご協力を
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65歳以上の人に
介護保険料納入通知書を郵送
65歳以上の人に
介護保険料納入通知書を郵送
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令和3～5年度の介護保険料の見直し
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国
民
年
金
保
険
料
免
除
制
度
・

納
付
猶
予
制
度

保
険
年
金
課

�
7
7
5
―

5
1
3
7

�
7
7
5
―

9
8
2
7

経
済
的
な
理
由
な
ど
で
国
民
年
金
保
険

料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、

保
険
料
の
納
付
が
免
除
・
猶
予
に
な
る

｢保
険
料
免
除
制
度
｣や
｢納
付
猶
予
制
度
｣

を
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

■
保
険
料
免
除
制
度

保
険
料
の
全
額
が
免
除
さ
れ
る
｢全
額

免
除
｣と
保
険
料
の
一
部
が
免
除
さ
れ
る

｢4
分
の
3
免
除
｣｢半
額
免
除
｣｢4
分
の

1
免
除
｣が
あ
り
ま
す
。
�
次
の
①
〜
⑦

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人（
学
生
を
除

く
）①
本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の
前
年

の
所
得
が
一
定
額
以
下
②
天
災
や
失
業
な

ど
に
よ
り
納
付
が
著
し
く
困
難
③
生
活
保

護
法
に
よ
る
生
活
扶
助
以
外
の
扶
助
な
ど

を
受
け
て
い
る
④
地
方
税
法
上
の
障
害
者

ま
た
は
寡
婦（
夫
）で
、
前
年
の
所
得
が
一

定
額
以
下
⑤
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力

発
電
所
の
事
故
に
伴
う
被
災
者
⑥
特
別
障

害
給
付
金
を
受
け
て
い
る
⑦
矯
正
施
設
に

入
所
し
て
い
る

■
納
付
猶
予
制
度

�
50
歳
未
満
で
、
本
人
・
配
偶
者
の
前
年

の
所
得
が
一
定
額
以
下
の
人
、
ま
た
は
前

記
の
②
〜
⑦
に
該
当
す
る
人

■
共
通
事
項

【
承
認
の
効
果
】⑴
承
認
期
間
は
老
齢
基
礎

年
金
の
受
給
に
必
要
な
資
格
期
間
に
含
ま

れ
る
⑵
障
害
・
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
対

象
期
間
に
な
る

※
保
険
料
の
一
部
を
免

除
さ
れ
た
場
合
、
免
除
後
の
保
険
料
を
納

付
し
な
い
月
は
｢未
納
期
間
｣に
な
り
ま

す
。
⑶
年
金
額
に
一
部
反
映
さ
れ
る

※

納
付
猶
予
制
度
は
、
年
金
額
へ
の
反
映
は

あ
り
ま
せ
ん
。
【
申
請
で
き
る
期
間
】申

請
日
の
2
年
1
カ
月
前
か
ら
令
和
4
年
6

月
分
ま
で

�
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

（
ま
た
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
分
か
る
物
と

自
動
車
運
転
免
許
証
な
ど
の
本
人
確
認
が

で
き
る
物
）、
年
金
手
帳
、
雇
用
保
険
の

受
給
資
格
者
証
や
離
職
票
の
写
し（
申
請

理
由
が
失
業
の
場
合
）
�
直
接
、
保
険

年
金
課
ま
た
は
各
支
所
・
出
張
所
へ

※

継
続
審
査
の
対
象
者
で
な
い
人
は
、
毎
年

申
請
が
必
要
で
す
。

●
追
納

承
認
期
間
の
保
険
料
は
10
年
ま

で
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
付
で
き
ま
す
。
※

3
年
度
目
を
経
過
し
た
期
間
の
追
納
に
は

加
算
金
が
付
き
ま
す
。
�
直
接
、
保
険

年
金
課
へ

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
に
伴
う

国
民
年
金
保
険
料
免
除

保
険
年
金
課

�
7
7
5
―

5
1
3
7

�
7
7
5
―

9
8
2
7

大
宮
年
金
事
務
所

�
6
5
2
―

3
3
9
9

ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

�
0
5
7
0
―

0
0
3
―

0
0
4

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

で
所
得
が
減
少
し
た
人
は
、
申
請
に
よ
り

保
険
料
の
納
付
が
免
除
・
猶
予
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
�
次
の
①
②
の
全
て

に
該
当
し
、
失
業
や
事
業
の
休
廃
止
な
ど

に
準
ず
る
者
と
認
め
ら
れ
る
人
①
令
和
2

年
2
月
以
降
に
、
感
染
症
の
影
響
で
収
入

が
減
少
②
令
和
2
年
ま
た
は
令
和
3
年
中

の
所
得
見
込
額
が
一
定
額
以
下

※
学
生

納
付
特
例
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
制
度
が

あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
保
険
年
金
課
ま

た
は
大
宮
年
金
事
務
所
へ
問
い
合
わ
せ
て

く
だ
さ
い
。
【
申
請
対
象
期
間
】令
和
2

年
2
月
〜
令
和
4
年
6
月
分

�
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド（
ま
た
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
分
か
る
物
と
自
動
車
運
転
免
許
証
な
ど

の
本
人
確
認
が
で
き
る
物
）、
年
金
手
帳
、

所
得
見
込
額
の
内
容
を
明
ら
か
に
で
き
る

物

�
保
険
年
金
課
ま
た
は
大
宮
年
金
事

務
所
へ

市
政
相
談
委
員
制
度

広
報
広
聴
課

�
7
7
5
―

4
9
1
8

�
7
7
6
―

8
8
7
3

こ
の
制
度
は
、
市
政
相
談
委
員
が
市
政

に
対
す
る
苦
情
に
対
し
、
公
正
・
中
立
的

な
立
場
で
処
理
す
る
も
の
で
す
。
行
政
の

制
度
に
問
題
が
あ
る
場
合
は
、
市
に
改
善

や
是
正
を
促
し
ま
す
。
�
市
政
に
対
す

る
苦
情（
原
因
と
な
っ
た
事
実
が
あ
っ
た

日
か
ら
1
年
以
内
の
も
の
に
限
る
）で
、直

接
利
害
関
係
が
あ
る
人

�
苦
情
申
立
書

（
広
報
広
聴
課
、
市
役
所
1
階
総
合
案
内
、

各
支
所
・
出
張
所
、
主
な
公
共
施
設
に
あ

る
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
も
可
）に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
、
直

接
ま
た
は
郵
送
で
広
報
広
聴
課（
〒
362
―

8

5
0
1
本
町
3
―

1
―

1
）ま
た
は
直
接
、各

支
所
・
出
張
所
へ

市
長
へ
の
は
が
き

広
報
広
聴
課

�
7
7
5
―

4
9
1
8

�
7
7
6
―

8
8
7
3

市
民
の
皆
さ
ん
と
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ

く
り
を
進
め
る
た
め
、「
市
長
へ
の
は
が

き
制
度
」を
実
施
し
、
昨
年
度
は
、
514
件

の
貴
重
な
意
見
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
意

見
な
ど
の
内
訳
は
、
健
康
・
福
祉
・
医
療

関
係
143
件
、
教
育
・
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
関

係
83
件
、
環
境
・
安
全
・
み
ど
り
関
係
72

件
、
ま
ち
づ
く
り
・
基
盤
整
備
関
係
37

10



中小企業サポート事業者を応援 !

ア
ッ
ピ
ー

投
票
箱

件
、
行
財
政
・
窓
口
接
遇
関
係
34
件
、
保

険
・
年
金
・
税
・
証
明
関
係
8
件
、
産

業
・
経
済
関
係
6
件
、
救
急
・
消
防
関
係

3
件
、
そ
の
他
128
件
で
し
た
。
今
年
度
か

ら
は
、「
市
長
へ
の
政
策
提
言
制
度
」と「
市

政
へ
の
問
い
合
わ
せ
制
度
」に
改
め
、
よ

り
速
や
か
な
回
答
に
努
め
て
い
ま
す
。
よ

り
よ
い
市
政
運
営
の
た
め
に
、
市
民
の
皆

さ
ん
の
声
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

上
尾
市
長
選
挙

投
・
開
票
日
は
11
月
28
日
㈰

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

�
7
7
5
―

9
6
8
9

�
7
7
5
―

9
8
1
9

任
期
満
了
に
伴
う
上
尾
市
長
選
挙
の
選

挙
期
日
な
ど
が
決
ま
っ
た
の
で
、
お
知
ら

せ
し
ま
す
。
【
選
挙
期
日
】11
月
28
日
㈰

【
告
示
日
】11
月
21
日
㈰

●
立
候
補
予
定
者
説
明
会

�
9
月
7
日

㈫
14
時
〜

�
市
役
所
7
階
大
会
議
室

�
立
候
補
届
け
出
の
手
続
き
な
ど

�
立

候
補
予
定
者

※
出
席
者
は
、
2
人（
本

人
を
含
む
）ま
で
で
す
。

専門家相談（訪問型） 上尾中小企業サポートセンター �779―2520・�779―2521

業種を問わず、あらゆる事業の悩みに対し、専門家が企業を訪問し、課題の発見から解決策の提案、改善活
動まで何度でも無料で相談に応じ、寄り添いながら徹底的にサポートします（窓口相談も可）。
�上尾商工会議所（二ツ宮750） �下表のとおり �電話（平日だけ）で上尾中小企業サポートセンターへ

よろず支援拠点出張相談会（窓口型） 県よろず支援拠点事務局 �0120―973―248

コロナ禍の各種支援策の他、売上回復、事業展開などの経営課
題について、専門家が無料で相談に応じます。 �埼玉県感染防
止対策協力金、月次支援金、頑張る事業者サポート補助金、経営
革新計画、資金繰り、顧客増加、新サービス、IT活用など経営全
般 �電話（平日だけ）で県よろず支援拠点事務局へ

頑張る事業者サポート補助金 商工課 �777―4441・�775―5024

�申請日の6カ月以上前から、市内で事業を継続して営んでいる中小・小規模事業者（個人事業者を含む）【対
象事業】コロナ禍における事業の継続や経営課題の解決に向けた積極的な取り組みを計画的に実施し、次の①
～③の全てに該当する事業①市が指定する専門家に相談している②申請中または令和2年4月7日以降に承認さ
れた経営革新計画に基づいた取り組み③令和4年2月28日㈪までに実施し完了する 【補助金額】上限50万円（対
象経費の2／3） ※実施する取り組みが審査の結果、｢地域課題解決事業｣に認定された場合、上限80万円（対象
経費の4／5）に増額します。 ※先着順で受け付けし、申請額が予算額に達した時点で締め切ります。 �7月30
日㈮までに申請書（商工課、市役所1階にある。市ホームページからダウンロードも可）に記入し、必要書類を
添付して直接、商工課へ ※詳しくは、市ホームページをご覧ください。

項 目 内 容

経営総合相談 頑張る事業者サポート補助金、持続化補助金、経営革新計画、事業展開、新サービス、資金
繰りなど経営全般

販売促進相談 POPデザイン、チラシ・ホームページ作成、販路拡大、SNS活用、顧客開拓など
IT活用相談 決済・会計IT化推進事業補助金、IT導入補助金、オンラインサービス、テレワークなど
労務相談 雇用調整助成金、就業規則改定（テレワーク対応など）、労務管理、人材育成など

その他 ものづくり企業販路開拓支援事業補助金、現場改善、事業承継、事業継続力強化計画、BCP
策定など

ところ
県央地域振興センター
（南239―1）
上尾商工会議所
（二ツ宮750）

※いずれも㈬9～17時（1回60～90分）

と き
7／7
7／21
7／14
7／28

上尾商工会議所
ホームページ
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①事前登録 ②交付請求

③審査の上、交付
④交付された
　ことを通知

【制度の流れ】
証明書などを
請求する第三者

上　　　　　尾　　　　　市

通知を希望する本人

避難指示で必ず避難
警戒レベル

４　 上尾市洪水
ハザードマップ
を公開

Web版

金婚・ダイヤモンド婚の
顕彰状と記念品を贈呈

令和元年東日本台風での被害を踏まえ、市町村が出す避難情報
の名称が変更されました。

市内を流れる河川の洪水浸水想定区
域が修正されたことに伴い、令和3年
度に『上尾市災害ハザードマップ』を改
定します。それに先駆け、7月1日㈭か

ウ ェ ブ

ら、市ホームページにWeb版上尾市
洪水ハザードマップを公開しました。
冊子は、令和3年度末に全戸配布を予
定しています。出水期への備えとして、
家庭、職場、地域
などで活用してく
ださい。

金婚（結婚50年）とダイヤモンド婚（結婚
60年）の夫婦を祝福し、顕彰状と記念品を
贈呈します。 ※式典は開催しません。顕
彰状と記念品は10月下旬頃に郵送します。
�4月1日から届出書を提出する日まで、夫
婦共に引き続き市内に住所があり次の①②
のいずれかに該当する夫婦①金婚／昭和46
年中に結婚した ②ダイヤモンド婚／昭和
36年中に結婚した ※結婚記念日（入籍日、
結婚式など）としている日付が対象年中で
あれば可。証明書などは不要です。 ※過
去に対象となっていて、まだ届け出をして
いない夫婦も対象です。 �｢金婚・ダイヤ
モンド婚事業対象者届出書｣（高齢介護課、
各支所・出張所にある）に必要事項を記入
して、8月6日㈮まで（必着）に直接か郵送ま
たはファクスで高齢介護課（〒362―8501本
町3―1―1）または直接、各支所・出張所へ

警戒レベル5
緊急安全確保
すでに命が危険な
状況です。直ちに安
全の確保をしてくだ
さい。

警戒レベル4
避難指示

危険な場所から全
員避難してください。

警戒レベル3
高齢者等避難
避難に時間のかか
る高齢者や障害があ
る人は危険な場所か
ら避難してください。

新たな避難情報等
【】内は主な発表機関
緊急安全確保
【上尾市】

～〈警戒レベル4までに必ず避難！〉～

避難指示
【上尾市】
高齢者等避難
【上尾市】
大雨・洪水注意報
【気象庁】
早期注意情報
【気象庁】

住民が取るべき行動

命の危険
直ちに安全確保！

危険な場所から全
員避難
危険な場所から高
齢者等は避難
自らの避難行動を
確認
災害への心構えを
高める

警戒
レベル

5

4

3

2

1

高

↑

危
険
度

↓

低

これまでの避難情報等

災害発生情報

・避難指示（緊急）
・避難勧告
避難準備・
高齢者等避難開始
大雨・洪水注意報
【気象庁】
早期注意情報
【気象庁】

危機管理防災課 �775―5140・�775―9927

高齢介護課 �775―5124・�776―8872

本人通知制度
～不正取得を防止するために～

住民票の写しや戸籍謄本などを代理人や第三者に交付した場
合、事前に登録している人に交付年月日、種類、交付通数、交
付請求者の種別を郵送でお知らせします。登録をすることで、
身元調査など人権侵害の未然防止や委任状の偽造・不正取得の
抑止につながります。 �住民基本台帳に登録されているか、戸
籍に記載されている人 �申請書（市民課、各支所・出張所に
ある。市ホームページからダウンロードも可）に必要事項を記
入し、本人確認ができる物を用意して直接、市民課（〒362―850
1本町3―1―1）または各支所・出張所へ ※郵送（市民課に限る）
の場合は、本人確認ができる物の写しを同封してください。

市民課 �775―5128・�775―9827

危機管理防災課
�775―5140・�775―9927

市ホームページ
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限 度 額 適 用 認 定 証 の 申 請

月ごとの医療費（差額ベッド代などの自費負担額を除く）の額が自己負担限度額を超えた場合に、｢限度額適
用認定証｣を提示すると、医療機関での支払いが限度額までになります。 ※限度額は世帯の所得状況に応じて
異なります。

国民健康保険加入者▶ �次の①②のいずれかの人①70歳未満②70歳以上で、住民税非課税世帯
と現役並みⅠ・Ⅱ区分 �来庁者の本人確認ができる物（顔写真付きの

物は1点、それ以外は2点）、世帯主と手続きが必要な人のマイナンバーが分かる物を用意して直接、保険年金
課へ ※現役並みⅢと一般区分の人は、被保険者証兼高齢受給者証が限度額適用認定証と同様の効力があるた
め申請は不要です。 ※国民健康保険税を滞納していると交付されません。別世帯の人が申請する場合は委任
状が必要です。支所・出張所で、申請・交付はできません。
更新手続き
既に認定証を持っている人は、認定証の有効期限が7月31日㈯です。更新手続きは7月1日㈭から受け付けま
す。 ※現在認定証を持っていない人で必要な人は、随時受け付けていますので、事前に保険年金課で交付申
請をしてください。

後期高齢者医療制度加入者▶ �住民税非課税世帯と現役並みⅠ・Ⅱ区分の人 ※事前に電話
で対象者か確認することができます。 �来庁者と被保険者本人

の本人確認ができる物（顔写真付きの物は1点、それ以外は2点）、本人のマイナンバーが分かる物を用意して直
接、保険年金課へ ※現役並みⅢと一般区分の人は、被保険者証が限度額適用認定証と同様の効力があるため
申請は不要です。 ※同一世帯内に未申告の人がいる場合は申請できません。支所・出張所で、申請・交付は
できません。
更新手続き
認定証は毎年8月1日に更新となります。既に発行され、交付要件を満たす人には新しい認定証を7月下旬に
郵送します。

入院時
食事代
（1食当）

460円※2

210円※3

限度額

252，600円
+（医療費-842，000円）×1%

167，400円
+（医療費-558，000円）×1%

80，100円
+（医療費-267，000円）×1%

57，600円

35，400円

区分※1

所得901万円超

所得600万円超
901万円以下

所得210万円超
600万円以下

所得210万円
以下

住民税非課税
世帯

入院時
食事代
（1食当）

460円※2

210円※3

100円

入院限度額

252，600円
+（医療費-842，000円）×1%

167，400円
+（医療費-558，000円）×1%

80，100円
+（医療費-267，000円）×1%

57，600円

24，600円
15，000円

外来限度額

18，000円

8，000円

区分

現役並みⅢ
課税所得690万円以上
（認定証は不要）
現役並みⅡ
課税所得380万円以上
690万円未満
現役並みⅠ
課税所得145万円以上
380万円未満
一般
課税所得145万円未満等
（認定証は不要）
低所得者Ⅱ※4

低所得者Ⅰ※5

保険年金課（給付） �782―6481
（高齢者医療） �775―5125

�775―9827

※1 所得とは、「基礎控除後の総所得金額等」のことです。
※2 住民税非課税世帯に属する人は限度額適用・標準負担額減額認定証を発行します。限度額適用・標準負担額減額認定証を提
示しなかった場合、食事代が460円となります。

※3「住民税非課税世帯」または「低所得者Ⅱ」の世帯に属していた期間の入院日数が90日を超えた後の食事代については、申請に
より160円になる場合があります。

※4（国保）同じ世帯の世帯主および国保被保険者の全員が住民税非課税である世帯の人で、低所得者Ⅰ以外の人。
（後期）同じ世帯の全員が住民税非課税である世帯の人で、低所得者Ⅰ以外の人。

※5（国保）同じ世帯の世帯主および国保被保険者の全員が住民税非課税であって、その全員の所得が0円（年金の所得は控除額を80
万円として計算、給与所得は給与所得控除に加え10万円を控除した額）である世帯の人。
（後期）同じ世帯の全員が住民税非課税であって、その全員の所得が0円（年金の所得は控除額を80万円として計算、給与所得
は給与所得控除に加え10万円を控除した額）である世帯の人。

【限度額適用認定証を提示した場合の自己負担限度額】
（70歳以上と後期高齢者医療制度加入者）（70歳未満）
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聖火ランナー走行時間
出発予定時間　17:26頃
到着予定時間　17:53頃

久保西

JR高崎線 旧中山道 国道17号

坂田
桶川市役所入口

桶川駅入口

上

北上尾駅東入口

久保

北上尾駅

桶川駅

スタート

ゴール

富士見通り

北上尾駅入口

桶川駅前

北一丁目

上(南)

東一丁目

中山道パーキング
富士見通り
アンダーパスは
通行できません

交通規制エリア・時間(予定)

16:30~17:55

聖火リレーコース

16:30~18:10

17:20~18:30

県道上尾環状線踏切を
通過することはできま
せん

旧
中
山
道

コンビニ
ショッピング
モール

通行不可

郵便局
通
行
不
可

北上尾駅
入口交差点

東京2020オリンピック聖火リレーの交通規制にご協力を
東京2020オリンピック聖火リレーが7月8日㈭に上尾市を通過します。ルートは
桶川市の中山道パーキングを17時26分にスタートした後、旧中山道を南下して、北
上尾駅入口交差点へ17時53分にゴールを予定しています。また16時30分頃～18時30
分頃の間、ルート上や周辺道路が規制されます。ご迷惑をお掛けしますが、ご理解
とご協力をお願いします。

東京2020パラリンピック聖火が上尾市に！
東京2020パラリンピック競技大会へとつ

なぐ埼玉のパラリンピック聖火を市内3カ
所で展示します。パラリンピックを応援す
る人の熱意が一つに集まった聖火をぜひご
覧ください。 ※詳しくは、市ホームペー
ジをご覧ください。 �8月19日㈭11～19時
�市役所、市民体育館、ＪＲ上尾駅自由通
路

パラスポーツ競技体験イベント
東京2020パラリンピック開催に合わせてパラスポーツ競技体

験イベントを開催します。パラスポーツの楽しさや難しさを体
験してみませんか。当日はゲストも参加予定です。 ※詳しく
は、市ホームページをご覧ください。 �8月19日㈭ �市民体
育館 �80人（屋外は定員なし） �7月1日㈭～23日㈷に申込書
（スポーツ振興課にある。市ホームページからダウンロードも
可）に必要事項を記入して直接か郵送またはファクス、メール
でスポーツ振興課（〒362―8501本町3―1―1）へ

自宅で応援!!
インターネットでライ
ブ中継を
行います。
ぜひ、ご
覧ください。

⑤
発熱や風邪の症状があ
る場合や体調が優れな
い場合は、不要不急の
外出を控えましょう

④
ルート上に身を乗り出
しての応援は危険です
ので、やめましょう
現場の警察官や警備員
の誘導に従いましょう

③
聖火ランナーを応援す
るときは声援ではなく
拍手で応援しましょう

②
沿道での密集を避け、
お互いが譲り合い、で
きるだけ周りと距離を
保ちましょう

①
マスクを着用しましょう

上尾市スポーツ振興課 �781―8112・�775―6608
�s725700@city.ageo.lg.jp

桶川市スポーツ振興課（聖火リレーの交通規制） �788―4972

沿道での
5つのお願い
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